
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
七
十
号

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
関
し
販
売
事
業
者
等
が
表
示
す
べ
き
事
項
及
び
表
示
の
方
法
そ
の
他
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
表
示
に
際
し
て
販
売
事
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
に
関
し
販
売
事
業
者
等
が
表
示
す
べ
き
事
項
及
び
表
示
の
方
法
そ
の
他
建
築

ー

物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
表
示
に
際
し
て
販
売
事
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項

ー

１
表
示
す
べ
き
事
項

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

以
下

法
と
い
う

第
3
3
条
の
２
第
２
項
第

ー
（

「
」

。
）

１
号
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
に
関
し
販
売
事
業
者
等
が
表
示
す
べ
き
事
項
は

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

ー
、

る
た
だ
し

既
存
建
築
物

こ
の
告
示
の
施
行
の
日

以
下
こ
の
１
に
お
い
て

施
行
日

と
い
う

前
に
建

。
、

（
（

「
」

。
）

築
基
準
法

昭
和
2
5
年
法
律
第
2
0
1
号

第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申

（
）

請
又
は
同
法
第
1
8
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
た
建
築
物

同
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を

（

要
し
な
い
建
築
物
に
あ
っ
て
は

施
行
日
前
に
そ
の
建
築
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の

を
い
う

に
つ
い
て
は

、
）

。
）

、

1



こ
の
限
り
で
な
い
。

１
次
に
掲
げ
る
販
売
等
を
行
う
建
築
物
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項

建
築
物
の
一
部
の

（
）

、
（

販
売
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
販
売
等
を
行
う
部
分
に
係
る
事
項
に
限
る
こ
と
が
で
き
る

２
及

、
。
（

）

び
２
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
非
住
宅
建
築
物

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令

平
成
2
8
年
経
済
産
業
省
・
国
土

（
ー

（

交
通
省
令
第
１
号

以
下

基
準
省
令

と
い
う

第
１
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
非
住
宅
建
築
物
を

。
「

」
。
）

い
い

複
合
建
築
物

同
号
に
規
定
す
る
複
合
建
築
物
を
い
う

以
下
同
じ

の
非
住
宅
部
分

法
第
1
1
条

、
（

。
。
）

（

第
１
項
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
を
い
う

以
下
同
じ

の
販
売
等
を
行
う
場
合
の
当
該
非
住
宅
部
分
を
含

。
。
）

む
以
下
同
じ

非
住
宅
部
分
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

同
令
第
１
条
第
１
項
第
１
号
イ
に
規
定
す

。
。
）

ー
（

る
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
い
う

以
下
同
じ

に
係
る
多
段
階
評
価

ー
。

。
）

ロ
住
宅

基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
住
宅
を
い
い

複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分

法
第
1
1

（
、

（

条
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
を
い
う

以
下
同
じ

の
販
売
等
を
行
う
場
合
の
当
該
住
宅
部
分
を
含
む

。
。
）

以
下
同
じ

住
宅
部
分
の
外
皮
性
能
及
び
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価

。
。
）

ー

ハ
複
合
建
築
物

複
合
建
築
物
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価

ー

２
１

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
評
価
年
月
日

（
）

（
）

2



２
表
示
の
方
法

法
第
3
3
条
の
２
第
２
項
第
２
号
の
表
示
の
方
法
は

次
の
と
お
り
と
す
る

た
だ
し

条
例
等
の
規
定
に
よ
り
１

、
。

、

１
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
１

２
に
掲
げ
る
事
項

以
下

表
示
す
べ
き
事
項

と
い
う

の
表
示
を
す
る

（
）

（
）

（
「

」
。
）

場
合
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

１
表
示
す
べ
き
事
項
は

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定

（
）

、

め
る
様
式

以
下

表
示
様
式

と
い
う

に
よ
り

販
売
等
を
行
う
建
築
物
の
広
告
等

新
聞
紙

雑
誌

（
「

」
。
）

、
（

、
、

ビ
ラ

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
印
刷
物

電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む

又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

、
（

。
）

を
い
い

書
面
に
あ
っ
て
は
表
示
様
式
を
表
示
で
き
る
一
定
の
大
き
さ
以
上
の
大
き
さ
の
も
の
に
限
る

２
、

。
（

）

に
お
い
て
同
じ

に
表
示
す
る
こ
と

。
）

。

非
住
宅
建
築
物

別
記
様
式
第
１

住
宅

別
記
様
式
第
２

複
合
建
築
物

別
記
様
式
第
３

3



２
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
べ
き
事
項
に
加
え
て
広
告
等
に
表
示
す
る
と
き
は

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る

（
）

、

方
法
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
。

イ
販
売
等
を
行
う
建
築
物
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

利
用
設
備

法
第
6
7
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
再
生
可

ー
（

能
エ
ネ
ル
ギ

利
用
設
備
を
い
う

ロ
に
お
い
て
同
じ

が
設
置
さ
れ
て
い
る
旨
又
は
設
置
さ
れ
る
こ
と
と

ー
。

。
）

な
る
旨

別
記
様
式
第
４
を
表
示
様
式
に
追
加
す
る
こ
と
。

ロ
イ
に
掲
げ
る
事
項
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

利
用
設
備
を
用
い
て
得
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ

量
以
下

再
ー

ー
（

「

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

と
い
う

を
考
慮
し
た
建
築
物
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価

ー
」

。
）

ー

表
示
様
式
に
代
え
て

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る

、

様
式

ハ
に
お
い
て

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

表
示
様
式

と
い
う

を
用
い
る
こ
と

（
「

ー
」

。
）

。

非
住
宅
建
築
物

別
記
様
式
第
５

住
宅

別
記
様
式
第
６

複
合
建
築
物

別
記
様
式
第
７

4



ハ
表
示
す
べ
き
事
項

１
２

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く

に
つ
い
て
第
三
者
に
よ
る
評
価

法
第
1
5
条
第

（
（

）
。
）

（

１
項
に
規
定
す
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
判
定
機
関
又
は
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
評

ー
ー

価
に
つ
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
機
関
に
よ
る
評
価
を
い
う

以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ

。
。

を
受
け
た
場
合
は

当
該
第
三
者
に
よ
る
評
価
に
係
る
マ

ク
そ
の
他
の
事
項

表
示
様
式
又
は
再
生
可
能

）
、

ー

エ
ネ
ル
ギ

表
示
様
式
に
お
い
て
表
示
す
る
こ
と

ー
。

ニ
販
売
等
を
行
う
住
宅

共
同
住
宅
又
は
長
屋
に
あ
っ
て
は

単
位
住
戸

基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号

（
、

（

イ
１

に
規
定
す
る
単
位
住
戸
を
い
う

３
２

に
お
い
て
同
じ

に
限
る

以
下
こ
の
ニ
及
び
３

（
）

。
（

）
。
）

。
（

４
に
お
い
て
同
じ

を
１
年
間
使
用
し
た
場
合
の
光
熱
費
の
目
安
と
し
て

当
該
住
宅
の
設
計
二
次
エ
ネ

）
。
）

、

ル
ギ

消
費
量

設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

同
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費

ー
（

ー
（

ー

量
を
い
う

の
算
出
の
過
程
で
得
た
も
の
を
い
う

３
４

に
お
い
て
同
じ

に
基
づ
き
算
出
し
た
金

。
）

。
（

）
。
）

額
３

４
に
お
い
て

目
安
光
熱
費

と
い
う

別
記
様
式
第
８
を
別
記
様
式
第
２
又
は
別
記
様
式

（
（

）
「

」
。
）

第
６
に
追
加
す
る
こ
と
。

３
遵
守
す
べ
き
事
項

２
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

法
第
3
3
条
の
２
第
２
項
第
２
号
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
表
示
に
際
し

、
ー

て
販
売
事
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は

次
の
と
お
り
と
す
る

、
。
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１
１

１
イ
の
非
住
宅
部
分
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価

１
１

ロ
の
住
宅
部

（
）

（
）

ー
、

（
）

分
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価
及
び
１

１
ハ
の
複
合
建
築
物
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費

ー
（

）
ー

量
に
係
る
多
段
階
評
価
は

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る

、
。

イ
１

１
イ
の
非
住
宅
部
分
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価

１
１

ロ
の
住
宅
部
分

（
）

ー
、

（
）

の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価
及
び
１

１
ハ
の
複
合
建
築
物
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費

ー
（

）
ー

量
に
係
る
多
段
階
評
価
は

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
一
次
エ
ネ

、

ル
ギ

消
費
量
の
削
減
率
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価
の
欄
に

ー
、

ー

定
め
る
数
値
と
す
る

た
だ
し

１
１

ロ
の
住
宅
部
分
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価

。
、

（
）

ー

に
つ
い
て
は

住
宅
部
分
の
外
壁

窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
誘
導
基
準
及
び
一
次
エ
ネ

、
、

ル
ギ

消
費
量
に
関
す
る
誘
導
基
準

令
和
４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
1
1
0
6
号

２
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費

ー
（

）
ー

量
に
関
す
る
誘
導
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
は
３

住
宅
部
分
の
外
壁

窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止

、
、

に
関
す
る
基
準
及
び
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
関
す
る
基
準

平
成
2
8
年
国
土
交
通
省
告
示
第
2
6
6
号

２
ー

（
）

の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
は
１
と
み
な
す

ー
。

一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
削

一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る

ー
ー

建
築
物
の
種
類

減
率

単
位

パ
セ
ン
ト

多
段
階
評
価

（
ー

）

6



①
非
住
宅
建
築
物

住
宅

２
5
0
以
上

６
、

（

２
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

（
）

表
示
す
る
場
合
に
限
る

4
0
以
上
5
0
未
満

５
。
）

又
は
複
合
建
築
物

3
0
以
上
4
0
未
満

４

2
0
以
上
3
0
未
満

３

1
0
以
上
2
0
未
満

２

０
以
上
1
0
未
満

１

０
未
満

０

②
住
宅

①
左
欄
に
規
定
す
る

3
0
以
上

４
（

7



場
合
を
除
く
。
）

2
0
以
上
3
0
未
満

３

1
0
以
上
2
0
未
満

２

０
以
上
1
0
未
満

１

０
未
満

０

ロ
イ
の
表
の
中
欄
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
削
減
率
は

次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値

そ
の
数
値
に

ー
、

（

１
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
る

と
す
る

、
。
）

。

Ｘ

＝

Ｙ
－
Ｚ

／
Ｙ

×

1
0
0

（
）

こ
の
式
に
お
い
て

Ｘ
Ｙ
及
び
Ｚ
は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る

、
、

、
。

Ｘ
イ
の
表
の
中
欄
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
削
減
率

ー

Ｙ
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

ー

Ｚ
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

ー

8



ハ
ロ
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
は

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数

ー
、

、

値
と
す
る
。

①
非
住
宅
建
築
物

基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
１
号
イ
の
非
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

ー

若
し
く
は
同
号
ロ
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

こ
の
場

ー
ー

（

合
に
お
け
る
同
令
第
３
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

同
項
中

「E
S
T

＝
｛
（E

S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

、

＋E
S
E
V

）×
B

＋E
M

｝×
1
0
-
3

」と
あ
る
の
は

「E
S
T

＝
（E

S
A
C

＋E
S
V

＋E
S
L

＋E
S
W

＋E
S
E
V

＋E
M

）×
1
0
-
3

」と
す
る

、

又
は
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
又
は
法
第
2
4
条
第
１
項
の
評
価
に
お
い

。
）

て
算
出
し
た
数
値
か
ら

同
令
第
３
条
第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値

、
ー

②
住
宅

基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
ロ

１
の
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
若
し

（
）

ー

く
は
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
又
は
法
第
2
4
条
第
１
項
の
評
価
に
お
い
て
算

出
し
た
数
値
か
ら

同
令
第
５
条
第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値

、
ー

③
複
合
建
築
物

①
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
と
②
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

ー

た
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値

ー

ニ
ロ
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
は

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数

ー
、

、

値
と
す
る
。

①
非
住
宅
建
築
物

基
準
省
令
第
1
0
条
第
１
号
ロ

１
の
非
住
宅
部
分
の
誘
導
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
（

）
ー

9



費
量
若
し
く
は
同
号
ロ

２
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の
誘
導
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

（
）

ー
ー

消
費
量
又
は
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
又
は
法
第
2
4
条
第
１
項
の
評
価
に
お

い
て
算
出
し
た
数
値
か
ら

同
令
第
２
条
第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値

、
ー

②
住
宅

基
準
省
令
第
1
0
条
第
２
号
ロ

１
の
住
宅
部
分
の
誘
導
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
若
し
く

（
）

ー

は
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
又
は
法
第
2
4
条
第
１
項
の
評
価
に
お
い
て
算
出

し
た
数
値
か
ら

同
令
第
４
条
第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値

、
ー

③
複
合
建
築
物

①
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
と
②
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

ー

た
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
と
を
合
計
し
た
数
値

ー

２
１

１
ロ
の
住
宅
部
分
の
外
皮
性
能
に
係
る
多
段
階
評
価
は

単
位
住
戸
に
つ
い
て
の
評
価
方
法
基
準

（
）

（
）

、

平
成
1
3
年
国
土
交
通
省
告
示
第
1
3
4
7
号

第
５
の
５
の
５
－
１

３
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準

地
域
の
区

（
）

（
）

（

分
基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
イ

１
の
地
域
の
区
分
を
い
う

以
下
こ
の

２
に
お
い
て
同
じ

（
（

）
。

（
）

。

が
１

２
３
又
は
４
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
告
示
第
５
の
５
の
５
－
１

３
イ
に

地
域
の
区
分
が

）
、

、
（

）
、

８
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
告
示
第
５
の
５
の
５
－
１

３
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
限
る

に
お
け
る
等
級

（
）

。
）

の
う
ち
最
も
低
い
も
の
と
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
は

同
告
示
第
５
の
５
の
５
－
１

３
た
だ
し
書
の
規

。
、

（
）

定
を
準
用
す
る
。

３
２

２
ロ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
建
築
物
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階

（
）

（
）

ー
ー

10



評
価
は

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る

、
。

イ
２

２
ロ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
建
築
物
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評

（
）

ー
ー

価
は

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
削
減
率
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
再
生
可
能

、
ー

、

エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
建
築
物
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価
の
欄
に
定
め
る
数
値
と
す

ー
ー

る
。一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
削
減
率

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
建
築
物
の

ー
ー

単
位

パ
セ
ン
ト

一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評
価

（
ー

）
ー

5
0
以
上

６

4
0
以
上
5
0
未
満

５

3
0
以
上
4
0
未
満

４

2
0
以
上
3
0
未
満

３

11



1
0
以
上
2
0
未
満

２

０
以
上
1
0
未
満

１

０
未
満

０

ロ
イ
の
表
の
左
欄
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
削
減
率
は

次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値

そ
の
数
値
に

ー
、

（

１
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
る

と
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

１
ハ
の
規

、
。
）

。
、
（

）

定
は

次
の
式
に
お
け
る
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
準
用
す
る

、
ー

。

Ｘ

＝
（Ｙ

－
Ｚ

）／
Ｙ
×
1
0
0

こ
の
式
に
お
い
て

Ｘ
Ｙ
及
び
Ｚ
は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る

、
、

、
。

Ｘ
イ
の
表
の
左
欄
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
の
削
減
率

ー

Ｙ
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

ー

Ｚ
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

ー
ー

ハ
ロ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
は

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分

ー
ー

、

12



に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
値
と
す
る

、
。

①
非
住
宅
建
築
物

基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
１
号
イ
の
非
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

ー

若
し
く
は
同
号
ロ
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
モ
デ
ル
建
築
物
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
又
は
同
号

ー
ー

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
又
は
法
第
2
4
条
第
１
項
の
評
価
に
お
い
て
算
出
し
た
数

値
か
ら

同
令
第
２
条
第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値

、
ー

②
住
宅

基
準
省
令
第
１
条
第
１
項
第
２
号
ロ

１
の
住
宅
部
分
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
若
し

（
）

ー

く
は
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
又
は
法
第
2
4
条
第
１
項
の
評
価
に
お
い
て
算

出
し
た
数
値
か
ら

同
令
第
４
条
第
１
項
の
そ
の
他
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
を
減
じ
た
数
値

、
ー

③
複
合
建
築
物

①
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー
ー

消
費
量
と
②
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量

ー
ー

と
を
合
計
し
た
数
値

４
２

２
ニ
の
目
安
光
熱
費
は

次
に
掲
げ
る
電
気
及
び
燃
料

以
下
こ
の

４
に
お
い
て

電
気
等

（
）

（
）

、
（

（
）

「

と
い
う

の
種
類
ご
と
の
住
宅
の
設
計
二
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に

当
該
電
気
等
の
区
分
に
応
じ
次
に
掲

」
。
）

ー
、

げ
る
当
該
電
気
等
の
種
類
別
単
価
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

１
万
円
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

（

き
は

そ
の
端
数
は

小
数
点
以
下
一
位
未
満
を
切
り
上
げ
る

と
す
る

、
、

。
）

。

イ
電
気

エ
ネ
ル
ギ

消
費
機
器
の
小
売
の
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
そ
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
一
般
消
費
者
が

ー

13



行
う
エ
ネ
ル
ギ

の
使
用
の
合
理
化
に
つ
き
協
力
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
措
置

平
ー

（

成
1
8
年
経
済
産
業
省
告
示
第
2
5
8
号

以
下

小
売
事
業
者
表
示
告
示

と
い
う

２
の
２
－
４
の
式
に
お

。
「

」
。
）

け
る
Ｚ
の
数
値

ロ
都
市
ガ
ス

小
売
事
業
者
表
示
告
示
1
1
の
1
1
－
４

１
の
式
に
お
け
る
Ｔ
の
数
値

（
）

ハ
液
化
石
油
ガ
ス

小
売
事
業
者
表
示
告
示
1
1
の
1
1
－
４

１
の
式
に
お
け
る
Ｕ
の
数
値

（
）

ニ
灯
油

小
売
事
業
者
表
示
告
示
1
2
の
1
2
－
４

１
の
式
に
お
け
る
Ｗ
の
数
値

（
）

５
２
の
規
定
に
よ
り
表
示
し
た
事
項
の
う
ち

表
示
す
べ
き
事
項

１
２

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く

（
）

、
（

（
）

。
）

又
は
２

２
ロ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

を
考
慮
し
た
建
築
物
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ

消
費
量
に
係
る
多
段
階
評

（
）

ー
ー

価
が
低
く
な
る
変
更
が
生
じ
た
と
き
は

当
該
表
示
し
た
事
項
に
当
該
変
更

当
該
変
更
に
伴
い
こ
れ
ら
の
事
項

、
（

以
外
の
表
示
し
た
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
そ
の
変
更
を
含
む

を
加
え
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る

。
）

。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
旧
告
示
の
廃
止
）

２

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
表
示
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
八
十
九
号

。
次
項
に
お
い
て
「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
旧
告
示
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
旧
告
示
に
基
づ
く
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
表
示
に
つ
い

て
は
、
旧
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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